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意見募集の結果を踏まえた報告書案の修正案 
「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「特定小電力無線局の高度化に係る技術的条件」 

主な修正点 
 

① キャリアセンス関係の明確化 
  対象システム： 150MHz帯生体検知通報、400MHz帯無線電話、400MHz帯・1200MHz帯テレメ・テレコン・データ  
  修正箇所： 報告書案P25、27、35、53-55、65、70、88、94、95 

 
 ・ キャリアセンスは、自局の送信電波により影響を与えうる可能性のあるエリアに存在する、他の無線局の存

在（当該他の無線局が発射する電波）を検知できることが必要であるという基本的な考え方を明示。 
 
 ・ キャリアセンスに用いる空中線等は、原則として送信系と同一系統のものを用いることとし、 
  キャリアセンスレベルの基点を明示。 
 
 

② 空中線分離の条件（空中線利得、空中線電力）の見直し 
  対象システム： 400MHz帯・1200MHz帯テレメ・テレコン・データ 
  修正箇所： 報告書案P50、51、55、56、69、91、92 

 
 ・ 現行の基準で実質的な空中線電力の上限である「空中線電力16.37mW（12.14dBm）（一部の周波数は

1.637mW（2.14dBm） ）以下」を空中線分離時の条件として新たに設定。 
 
 ・ 一方で、空中線分離時の 「空中線利得は0dBi以上」の条件は廃止。 
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